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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月27日(2009.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
結石症を治療するための組成物であって、逆熱応答性ポリマーを含有する第１組成物を含
み、該第１組成物が、結石と接触しないように結石から上流へ所定の距離を離して哺乳類
の管腔内に注入されてポリマープラグを形成し、該ポリマープラグがぜん動運動によって
管腔内を進行し、それによって結石が管腔から押し出されることを特徴とする組成物。
【請求項２】
前記逆熱応答性ポリマーが、ブロック共重合体、ランダム共重合体、グラフト重合体、ま
たは分岐鎖共重合体であることを特徴とする請求項１記載の組成物。
【請求項３】
前記逆熱応答性ポリマーが、ブロック共重合体、または分岐鎖共重合体であることを特徴
とする請求項２記載の組成物。
【請求項４】
前記逆熱応答性ポリマーが、精製されたまたは精製されていないポロキサマーまたはポロ
キサミンであることを特徴とする請求項１記載の組成物。
【請求項５】
前記逆熱応答性ポリマーが、精製されたまたは精製されていないポロキサミン１１０７、
ポロキサミン１３０７、ポロキサマー３３８およびポロキサマー４０７より成る群から選
択されることを特徴とする請求項４記載の組成物。
【請求項６】
前記逆熱応答性ポリマーが、精製されたまたは精製されていないポロキサマー４０７であ
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ることを特徴とする請求項５記載の組成物。
【請求項７】
前記第１組成物が、約１０℃～４０℃の転移温度を有することを特徴とする請求項１から
６いずれか１項記載の組成物。
【請求項８】
前記第１組成物が、約１５℃～３０℃の転移温度を有することを特徴とする請求項７記載
の組成物。
【請求項９】
前記第１組成物が、約５％～約３０％の前記逆熱応答性ポリマーを含むことを特徴とする
請求項１から８いずれか１項記載の組成物。
【請求項１０】
前記第１組成物が、約１０％～約２５％の前記逆熱応答性ポリマーを含むことを特徴とす
る請求項９記載の組成物。
【請求項１１】
前記逆熱応答性ポリマーが、約１．５～１．０の多分散指数を有することを特徴とする請
求項１から１０いずれか１項記載の組成物。
【請求項１２】
前記逆熱応答性ポリマーが、精製されたまたは精製されていないポロキサマーまたはポロ
キサミンであり、かつ、前記第１組成物が約１０℃～４０℃の転移温度を有することを特
徴とする請求項１記載の組成物。
【請求項１３】
前記逆熱応答性ポリマーが、精製されたまたは精製されていないポロキサマーまたはポロ
キサミンであり、かつ、前記第１組成物が約１５℃～３０℃の転移温度を有することを特
徴とする請求項１記載の組成物。
【請求項１４】
結石症を治療するための組成物であって、
架橋性ポリマーを含有する第１溶液と、リン酸塩、クエン酸塩、ホウ酸塩、コハク酸塩、
マレイン酸塩、アジピン酸塩、シュウ酸塩、カルシウム、マグネシウム、バリウム、スト
ロンチウムまたはそれらの組合せを含有する第２溶液とを含む第１組成物を含み、該第１
溶液および第２溶液がそれぞれ、結石と接触しないように結石から上流へ所定の距離を離
して哺乳類の管腔内に注入され、その際に第１溶液と第２溶液とが混合されてポリマープ
ラグを形成し、さらに該ポリマープラグがぜん動運動によって管腔内を進行し、それによ
って結石が管腔から押し出されることを特徴とする組成物。
【請求項１５】
前記第１溶液が、アルギン酸、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸カリウム、ジェランナ
トリウム、ジェランカリウム、カルボキシメチルセルロース、ヒアルロン酸およびポリビ
ニルアルコールから選択されるポリマーを含むことを特徴とする請求項１４記載の組成物
。
【請求項１６】
前記第１溶液が、アルギン酸、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸カリウム、ジェランナ
トリウムおよびジェランカリウムからなる群より選択されるポリマーを含み；前記第２溶
液が、カルシウム、マグネシウム、またはバリウムを含むことを特徴とする請求項１４記
載の組成物。
【請求項１７】
前記第１溶液が、アルギン酸、アルギン酸ナトリウムまたはアルギン酸カリウムからなる
群より選択されるポリマーを含み、前記第２溶液がカルシウムを含むことを特徴とする請
求項１４記載の組成物。
【請求項１８】
前記第１溶液が、ジェランナトリウムおよびジェランカリウムからなる群より選択される
ポリマーを含み、前記第２溶液がマグネシウムを含むことを特徴とする請求項１４記載の
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組成物。
【請求項１９】
前記第１溶液がヒアルロン酸を含み、前記第２溶液がカルシウムを含むことを特徴とする
請求項１４記載の組成物。
【請求項２０】
前記第１溶液がポリビニルアルコールを含み、前記第２溶液がホウ酸塩を含むことを特徴
とする請求項１４記載の組成物。
【請求項２１】
前記第１組成物が、結石よりも約１ｃｍ～約５ｃｍ上流の位置に注入されることを特徴と
する請求項１から２０いずれか１項記載の組成物。
【請求項２２】
前記第１組成物が、結石よりも約２ｃｍ～約４ｃｍ上流の位置に注入されることを特徴と
する請求項２１記載の組成物。
【請求項２３】
前記第１組成物が、結石よりも約３ｃｍ上流の位置に注入されることを特徴とする請求項
２２記載の組成物。
【請求項２４】
コントラスト増強剤を含有する第２組成物をさらに含み、該第２組成物が、前記結石と接
触しないように結石から上流へ所定の距離を離して前記管腔内に注入されることを特徴と
する請求項１から２３いずれか１項記載の組成物。
【請求項２５】
前記コントラスト増強剤が、放射線不透過性物質、常磁性体、重原子、遷移金属、ランタ
ニド、アクチニド、色素および放射性核種含有物質より成る群から選択されることを特徴
とする請求項２４記載の組成物。
【請求項２６】
前記第１組成物の注入位置と前記第２組成物の注入位置の間隔が、約３ｍｍ未満であるこ
とを特徴とする請求項２４または２５記載の組成物。
【請求項２７】
前記第１組成物の注入位置と前記第２組成物の注入位置の間隔が、約１ｍｍ未満であるこ
とを特徴とする請求項２６記載の組成物。
【請求項２８】
前記第１組成物の注入位置と前記第２組成物の注入位置の間隔が、約０．５ｍｍ未満であ
ることを特徴とする請求項２７記載の組成物。
【請求項２９】
前記第１組成物の注入位置と前記第２組成物の注入位置の間隔が、約０．１ｍｍ未満であ
ることを特徴とする請求項２８記載の組成物。
【請求項３０】
前記第１組成物が、経皮的アクセスデバイスを介して前記管腔内に注入されることを特徴
とする請求項１から２９いずれか１項記載の組成物。
【請求項３１】
前記第１組成物が、カテーテルまたはシリンジを介して前記管腔内に注入されることを特
徴とする請求項１から２９いずれか１項記載の組成物。
【請求項３２】
前記カテーテルが、ダブルルーメンカテーテルまたはトリプルルーメンカテーテルである
ことを特徴とする請求項３１記載の組成物。
【請求項３３】
前記管腔が、腎臓、胆嚢、尿管、膀胱、膵臓、唾液腺、小腸または大腸であるか、あるい
はその一部分であることを特徴とする請求項１から３２いずれか１項記載の組成物。
【請求項３４】
前記管腔が、尿管または腎臓であるか、あるいはその一部分であることを特徴とする請求
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項３３記載の組成物。
【請求項３５】
前記結石が、腎結石、膵石、唾石または胆石であることを特徴とする請求項１から３２い
ずれか１項記載の組成物。
【請求項３６】
前記結石が、腎結石であることを特徴とする請求項３５記載の組成物。
【請求項３７】
前記哺乳類がヒトであることを特徴とする請求項１から３６いずれか１項記載の組成物。
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